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本研究の目的は，都道府県別にみた要介護認定割合と介護保険料の関連要因を探り，概念モ
デルを構築し，直接効果だけではなく間接効果を含めた関連を総合的に明らかにし，要介護認
定割合と介護保険料の地域較差を低減化させる施策の基礎資料を得ることとした。
要介護認定割合と介護保険料と関連すると考えられる要因として，医療施設指標，高齢者施

設指標，保健医療マンパワー指標，経済指標の中から８要因を分析に用いた。これらの要因に
ついて，最尤法を用いたプロマックス斜交回転による探索的因子分析を行い，抽出された因子
を参考に，潜在変数を設定し，要介護認定割合と介護保険料に関連する潜在変数を規定すると
考えられる仮説モデルに基づいて共分散構造分析を行い，説明力とともに適合度が高いモデル
を選択した。
要介護認定割合と介護保険料を「要介護状況」とし，病院病床数と診療所病床数，および病

床利用割合と関連する潜在変数を「医療施設と機能」，医師数と特別養護老人ホーム在所者数
と関連する潜在変数を「マンパワーと施設入所者」，高齢者有業割合と自宅死亡割合と関連す
る潜在変数を「高齢者を取巻く環境」とした。これらの４つの潜在変数を組み合わせたモデル
を複数設定し，適合度が高く説明率が高いモデルを探った。「要介護状況」に対する「医療施
設と機能」の直接効果は，0.82であり，医療施設の多い地域においては「要介護状況」を増加
させる可能性が示された。一方，「要介護状況」に対する「高齢者を取巻く環境」の総合効果，
つまり直接効果と間接効果を合わせた効果は，－0.49であり，高齢者有業割合とともに自宅死
亡割合が高い地域においては，「要介護状況」を低下させる可能性が示された。「要介護状況」
を規定する「医療施設と機能」を100％とすると，「高齢者を取巻く環境」は，「要介護状況」
に対して約60％（－0.49/0.82）の抑止力を持つ可能性が示された。「マンパワーと施設入所
者」を含めた共分散構造分析は高い適合度は得られなかったため，モデルとして採用しなかっ
た。
病院と診療所の病床数が多く，病床利用割合が高いほど要介護認定割合と介護保険料を高め

る可能性が示唆された。また，「高齢者を取巻く環境」から「要介護状況」に対する直接効果
はほとんどみられないものの，「医療施設と機能」を経由して間接的に「要介護状況」と関連
する役割がある可能性が示唆された。

要介護認定割合，介護保険料，都道府県較差，高齢者有業割合，病床数

22― ―



第56巻第４号「厚生の指標」2009年４月

Ⅰ

わが国では2000年より介護保険制度が施行さ
れ，介護サービスは各地域で着実に定着してき
ている。しかし都道府県別にみると，要介護認
定割合には較差が生じている。これまでの医療
の地域較差の研究としては，高齢者の医療費に
関する研究が数多く推進されてきた1)-3)。また，
老人福祉対策の地域較差の存在を提起した報告
や4)，高齢者の健康余命の地域較差に関する研
究では，要介護期間が女性の方が男性より長く，
女性の介護予防が緊急の課題であるとしている
報告がある5)-7)。
2006年４月に本格的に実施された新介護保険

制度では，市町村において，要介護状態の軽
減・悪化防止のための支援が必要とされる要支
援者を対象とした予防給付，特定高齢者，一般
高齢者が要支援・要介護状態となることを予防
する介護予防事業などが創設され，予防重視型
システムへの転換が図られた8)。介護予防事業
を実現するためには，地域で多くを占める一般
高齢者に対して生活機能の維持を働きかけると
ともに，老年症候群（高齢による虚弱・転倒・
認知症・低栄養）の特定高齢者の早期発見と早
期対応による予防が重要であることが報告され
ている9)。
介護予防によって高齢者が自立を保ち，医療

費や介護給付費を効率よく活用する必要がある
ことから，高齢者の自立度別にみた経済評価が
なされている。吉田ら9)は，要介護へと自立度
が低下することにより医療・介護給付費が大き
く増加することから，自立を維持し，重篤を先
送りすることが高齢者の医療・介護給付費の低
下につながる可能性が示唆されたとしている。
高齢化が進む中で要介護者の増加を可能な限り
抑制し，介護保険料を安定化させることは，財
政面だけではなく，高齢者本人の （生活
の質）の視点からも重視すべき課題である。
しかしながら，都道府県別にみた要介護認定

割合と介護保険料は，約２倍前後の地域較差が
みられるにもかかわらず，要介護認定割合と介

護保険料の関連要因を総合的に捉えた先行研究
は，著者らの報告10)以外は見当たらない。
これらのことを背景に，本研究の目的は，都
道府県別にみた要介護認定割合と介護保険料の
関連要因を探り，概念モデルを構築して，直接
効果だけではなく間接効果を含めた関連を総合
的に明らかにし，要介護認定割合と介護保険料
の地域較差を低減化させる施策のための基礎資
料を得ることとした。

Ⅱ

要介護認定割合と介護保険料と関連すると考
えられる要因として，医療施設指標，高齢者施
設指標，保健医療マンパワー指標，経済指標の
中から，要介護認定割合と介護保険料と有意に
関連する要因，あるいは有意ではないが，負の
関連を示した８要因を選定し，分析に用いた。
選定した８要因は，医療施設指標として人口
10万対病院病床数（以下，病院病床数），人口
10万対一般診療所病床数（診療所病床数），病
院の病床利用割合（％）（病床利用割合），高齢
者施設指標として，65歳以上人口千人当たり特
別養護老人ホーム在所者数（特別養護老人ホー
ム在所者数），保健医療マンパワー指標として
100床当たり医師数（医師数），経済指標として
１人当たり県民所得（千円）（県民所得），高齢
者の有業割合（％）（高齢者有業割合），自宅死
亡割合（％）であった。
要介護認定割合は，介護給付費実態調査の認
定者数，要介護状態区分・性・年齢階級・都道
府県別（厚生労働省）11)の要支援・要介護１～
要介護５の第１号被保険者を，都道府県，年齢
（５歳階級），男女別人口－総人口（総務省）12)

を用いて，年齢階級別人口で除して算出した。
介護保険料は，全国保険者別第１号保険料基準
額及び第１号被保険者１人当たり給付額（厚生
労働省）13)を用いた。病院病床数，診療所病床
数，病床利用割合，医師数は，医療施設（静
態・動態）調査･病院報告（厚生労働省）14)を用
い，特別養護老人ホーム在所者数は，統計でみ
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指 標 変 数

介護保険指標
要介護認定割合（％)1)

介護保険料(円)2)

医療施設指標
病院病床数（人口10万人当たり)3)

診療所病床数（人口10万人当たり)3)

病床利用割合（％)3)

高齢者施設指標
特別養護老人ホーム在所者数
（65歳以上人口千人当たり)4)

保健医療マンパワー指標 医師数（100床当たり)3)

経済指標
県民所得（千円)5)

高齢者有業割合（％)6)

自宅死亡割合（％)7)

資料 1) 要介護認定割合：介護給付費実態調査の認定者数，要介
護状態区分・性・年齢階級・都道府県別（厚生労働省
2003）
2) 介護保険料：全国保険者別第１号保険料基準額及び第１
号被保険者１人当たり給付額（厚生労働省2003)
3) 病院病床数，診療所病床数，病院利用率，医師数：医療
施設（静態・動態）調査・病院報告（厚生労働省2002）
4) 特別養護老人ホーム在所者数：統計でみる都道府県のす
がた2002（総務省2002）
5) 県民所得：内閣府経済社会総合研究所県民経済計算（内
閣府2003）
6) 高齢者有業割合：就業構造基本調査（総務省2002）
7) 自宅死亡割合：人口動態統計・年報主要統計表(厚生労
働省2003）

要介護認定割合
介護保険料
病院病床数
診療所病床数
病床利用割合
特別養護老人ホーム在所者数
医師数
県民所得
高齢者有業割合
自宅死亡割合

注 ＊＊ｐ＜0.01，＊ｐ＜0.05
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る都道府県のすがた2002（総務省）15)を用いた。
県民所得は，内閣府経済社会総合研究所県民経
済計算16)を用い，高齢者有業割合は，就業構造
基本調査（総務省統計局）17)を用い，自宅死亡
割合は，人口動態統計・年報主要統計表（厚生
労働省）18)を用いた。 に変数一覧を示し
た。

分析方法は，選定した要介護認定割合と介護
保険料と関連すると考えられる８要因について，
最尤法を用いたプロマックス斜交回転による探
索的因子分析を行った。抽出された因子を参考
に潜在変数を設定し，要介護認定割合と介護保
険料に関連すると考えられる仮説モデルに基づ
いて共分散構造分析を行い，説明力とともに適
合度が高いモデルを採用した。
分析ソフトは， と

を用いた。モデルの適
合度指標には ，基準化適合度指標 ，
および を用いた。

Ⅲ

各指標間の関連性を の順位相関
係数を用いて解析した（ ）。要介護認定割
合は，介護保険料，病院病床数，診療所病床数，
病床利用割合，特別養護老人ホーム在所者数と
の間に有意な正の相関を示し，医師数，県民所
得との間に有意な負の相関を示した。介護保険
料は，病院病床数，診療所病床数，病床利用割

合，特別養護老人ホーム在所者数との間に有意
な正の相関を示し，医師数，県民所得，自宅死
亡割合との間に有意な負の相関を示した。

各変数の記述統計を に示した。要介護認
定割合の都道府県較差は1.7倍，介護保険料は
1.8倍の較差がみられた。同様に，病院病床数
は2.8倍，診療所病床数は8.8倍，病床利用割合
は1.1倍，特別養護老人ホーム在所者数は7.3倍，
医師数は2.2倍，県民所得は2.1倍，高齢者有業
割合は1.7倍，自宅死亡割合は3.5倍の較差がみ
られた。
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最小値 最大値 平均値 標準偏差 歪度

要介護認定割合（％）
介護保険料（円）
病院病床数（人口10万人当たり）
診療所病床数（人口10万人当たり）
病床利用割合（％）
特別養護老人ホーム在所者数
（65歳以上人口千人当たり）
医師数（100床当たり）
県民所得（千円）
高齢者有業割合（％）
自宅死亡割合（％）

注 ＝0.822， ＝0.924． ＝0.033， ＝11.552，
Ｐ＝0.398

因子負荷量

因子１ 因子２ 因子３

病院病床数
診療所病床数
病床利用割合
県民所得
医師数
特別養護老人ホーム在所者数
高齢者有業割合
自宅死亡割合

注 1) 因子抽出法：最尤法
2) 回転法： の正規化を伴うプロマックス法
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分析に用いた10の指標は，東京都の
医師数と県民所得が大きな値を示した
以外は，特に大きな外れ値がなく，歪
度も比較的安定していたために，変換
せずにそのままの値で分析した。

要介護認定割合と介護保険料は相関
係数が0.74と強い正の相関があり，２
つは類似した傾向を示すものであるた
め，これらをまとめて潜在変数とし，
「要介護状況」とした。
因子分析の結果，因子１は医療施設と医療施

設の機能と解釈することができ，「医療施設と
機能」とし，因子２は医師数が多く，県民所得
の高い地域は経済的に豊かであると解釈するこ
とができ，「豊かさの状況」とし，因子３は高
齢者の生活と深く関わる環境と解釈することが
でき，「高齢者を取巻く環境」とし，それぞれ
潜在変数とした 。４つの潜在変数を
様々に組み合わせたモデルを複数設定し，適合
度が高く説明率が高いモデルを探った。
しかし，様々なモデルを作成して，比較した

結果，「豊かさの状況」よりも，因子２とも関
連の強い特別養護老人ホーム在所者数と医師数
を潜在変数とした方が，モデルの適合度が高
かったため，新たに「マンパワーと施設入所
者」とし，分析を行った。

「高齢者を取巻く環境」は，「医療施設と機
能」と「要介護状況」に対してマイナスの標準
化推定値を示し，それぞれに対して抑制的に影
響する可能性が示唆された。また「医療施設と
機能」から「要介護状況」に対する標準化推定
値は0.82であった（ ）。
本モデルの適合度は ＝0.822， ＝

0.924， ＝0.033であり，高い適合度が
得られた。「要介護状況」の78％はこのモデル
で説明できることが明らかになった。
最終的に，「マンパワーと施設入所者」を投

入した分析では，適合度が低くなるため，モデ
ルとして採用しなかった。
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各潜在変数間の関連性を直接効果でみると，
「要介護状況」は，「医療施設と機能」からは
統計学的に有意な0.82とプラス値を示し，「高
齢者を取巻く環境」からは統計学的に有意でな
いものの－0.11とマイナス値であった。病院と
診療所の病床数と病床利用割合と関連する「医
療施設と機能」は，要介護認定割合と介護保険
料と関連する「要介護状況」を直接に増加させ
る可能性が示唆された。

「要介護状況」に対する「高齢者を取巻く環
境」の総合効果，つまり直接効果（－0.11）と
間接効果（－0.38）を合わせた効果は，－0.49
であり，高齢者有業割合とともに自宅死亡割合
が高い地域においては，「要介護状況」を低下
させる可能性が示された。一方，「要介護状
況」に対する「医療施設と機能」の直接効果は，
0.82であり，医療施設の多い地域においては
「要介護状況」を増加させる可能性が示された。
「要介護状況」を規定する「医療施設と機

能」を100％とすると，「高齢者を取巻く環境」
は，「要介護状況」に対して約60％（－0.49/
0.82）の抑止力を持つ可能性が示唆された。潜
在変数，「マンパワーと施設入所者」を含めた
共分散構造分析によって「要介護状況」の87％
が説明できたものの，適合度指標は， ＝
0.713， ＝0.808， ＝0.141であり，
高い適合度は得られなかったため，モデルとし
て採用しなかった。

Ⅳ

本研究で用いた都道府県別にみた要介護認定
割合は，介護保険制度開始から約３年経過した
報告であることから，都道府県の実態を充分に
反映するデータであると考えられた。また，要
介護認定割合は月額の介護保険料との間に強い
相関がみられたことからも，潜在変数「要介護
状況」は，県別にみた介護を要する実態を反映

していると考えられた。
各潜在変数間の関連を総合効果でみると，

「医療施設と機能」は直接に「要介護状況」を
増加させる統計上有意な標準化推定値が得られ
た。病院と診療所の病床数が多く，病床利用割
合が高いほど要介護認定割合と介護保険料を高
める可能性が示唆された。医療供給体制の整備
が需要を喚起したり19)，長期の社会的な入院が
結果的に要介護者を増加させてしまう可能性と
ともに，交絡要因については詳細な調査研究が
求められる。
「高齢者を取巻く環境」から「要介護状況」
に対する直接効果はほとんどみられないものの，
「医療施設と機能」を経由して間接的に「要介
護状況」と関連する役割が大きい可能性が示唆
された。
潜在変数「マンパワーと施設入所者」を投入
し，分析した結果， でみた適合度は
0.141と低いものの，「要介護状況」の決定係数
は87％へと増加した。
本研究では，介護療養型医療施設数を分析に
投入し，モデルの作成を試みたが高い適合度は
得られなかった。しかし，わが国では，高齢化
とともに介護療養型関連施設数が増加し，その
数は，都道府県別にみて大きな較差がみられて
いる。介護療養型関連施設の供給体制が充実す
ることによって施設に入所する需要が喚起され，
その結果，高齢者に対する必要以上の介護ない
し養護へとつながり，結果的に要介護者を増加
させている可能性を詳細に調査研究し，本質を
究明する研究の意義は高いと考えられた。
また，都道府県別較差だけではなく，二次医
療圏や自治体別較差について究明するとともに，
個別事例でみた経過追跡の調査研究をすること
により，要介護状況を規定する要因を明確にす
ることが求められよう。
本研究で用いた都道府県別要介護認定割合は，
県別にみた年齢構成の違いを調整していない。
そこで著者ら20)が介護保険統計を用いて算出し
た都道府県別の年齢調整加重障害保有割合
（ ：加重障害保有割合）を観測変数とし
て分析したが，高い適合度は得られなかった。
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本研究で用いた高齢者有業割合17)の定義は，
普段から収入を得ることを目的として仕事をし
ているとともに，現在は休んでいる人も含む高
齢者人口に対する比率である。
高齢者有業割合と自宅死亡割合が関連する

「高齢者を取巻く環境」は，「要介護状況」を
低下させる総合効果が得られた。「要介護状
況」を規定する「医療施設と機能」の総合効果
を100％とすると，「高齢者を取巻く環境」は，
約60％の抑制力を持つ可能性が示唆された。ま
た，「高齢者を取巻く環境」と「要介護状況」
によるシンプルな共分散構造分析モデルでは，
極めて高い適合度が得られ，「要介護状況」の
56％が説明されることが明らかになった。
本研究において，高齢者の就労が高まること

によって，間接的に要介護や寝たきりを予防す
る可能性が示唆されたことは，賃金収入のみな
らず，社会貢献の推進や生きがいをもてる環境
づくりをする必要があることを示唆している。
高齢者有業割合と要介護認定割合との関連を

実証する研究が既に報告されている。島根県の
市町村別にみた健康余命（平均自立期間）の地
域較差をみると，男性の農業従事者割合が多い
自治体ほど，健康余命が長いという結果が示さ
れている。高齢になっても仕事を続けられる環
境があれば，目的意識や生きがいをもちつづけ，
結果的に要介護を予防できる可能性が報告され
ている6)。
都道府県別にみた要介護認定割合や介護保険

料の較差是正のためには，高齢者有業割合が高
く，県民所得の高いことが，どのようなメカニ
ズムで低い要介護認定割合をもたらしているの
かについて詳細に研究することが期待されてい
るといえる。なぜなら，要介護認定は，健康水
準の低さや社会的・経済的・文化的要因の影響
も大きいことが指摘されており21)22)，その背景
には核家族化や女性の社会進出により，有病高
齢者に対する在宅介護の担い手が少ないため，
病院でのケアといった社会的入院を選択せざる
を得ないこともあるのではないかと考えるから
である。

要介護認定割合と高齢者の自宅死亡割合との
間では，負の相関があった。しかしながら，自
宅死亡割合は年々低下しつつあり，1993年時点
での都道府県較差は3.5倍であったのが，2003
年時点では1.9倍に低下し，較差が急速に縮小
している。経年的にみた自宅死亡割合が低下し
ていく傾向が特に鈍っている地域は，東京，京
都，神奈川，広島，千葉，埼玉，愛知であり，
都市部での在宅ホスピスが普及している可能性
が推測された。

要介護者の都道府県別地域較差を規定する要
因について共分散構造分析を試み，「医療施設
と機能」は要介護認定割合と介護保険料と関連
する「要介護状況」を直接増加させる方向に寄
与する可能性が示唆された。しかしながら，本
研究では，横断調査によって関連性を明らかに
したに過ぎない。また，順位相関分析で，要介
護認定割合と有意な負の相関を示した医師数と
県民所得の関連を，共分散構造分析では明確に
することはできなかった。
今後の研究課題は，高齢者の就業の実態を明
確に反映する指標を開発するとともに，役割や
生きがい感などの指標も開発し，「要介護状
況」との関連性やメカニズムを明確にし，要介
護認定割合を抑制させる就労や所得を含むくら
しの意義を明確にすることである。また，今後
は，どのようなメカニズムで「医療施設と機
能」が「要介護状況」を増加させ，「高齢者を
取巻く環境」が「要介護状況」を抑制するのか
について，介入研究で実証的に明確にし，要介
護認定割合の地域較差を是正していくための科
学的根拠としたい。その場合の支援策として，
病床規制だけではなく，生きがいと関連する就
労や収入確保などの高齢者を取巻く環境や日々
のくらしにも注目する必要があることが示唆さ
れたといえる。さらに，本研究では，男女別に
みた都道府県別要介護認定割合の相関は0.89と
高かったため，性別の分析は行わなかったが，
性別が交絡因子として要因間の相関をもたらし
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ている可能性を否定できないため，性別の分析
を行うことも今後の研究課題である。

Ⅴ

病院と診療所の病床数が多く，病床利用割合
が高いほど要介護認定割合と介護保険料を高め
る可能性が示唆された。また，「高齢者を取巻
く環境」から「要介護状況」に対する直接効果
はほとんどみられないものの，「医療施設と機
能」を経由して間接的に「要介護状況」を抑制
する可能性が示唆された。
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